
～ 遊休農地解消に伴う経営規模拡大の事例 ～宇都宮市

耕作放棄地再生利用緊急対策交付金（国庫事業）
遊休農地解消支援事業（県単事業）

《概要》

【取組推進のポイント】

再 生 後再 生 前

遊休農地解消支援事業と耕作放棄地再生利用交付金を活用

・土地改良区の役員が土地所有者と取組主体との間に入り、土地の賃借に係る合意形成を
図った。

【今後の取組】
・今後も、耕作放棄地解消に係る各種交付金を活用しながら、耕作放棄地の農地としての
利活用を図る。
・経営規模の拡大を検討する農業者に対しては、耕作放棄地の解消と併せた規模拡大の取
組みを促していく。

【取組の成果】
・県単事業「遊休農地解消支援事業」と国庫事業「耕作放棄地再生利用交付金」を活用し、
解消した農地でシイタケの栽培を開始した。
・日照条件が悪い等の理由により耕作放棄地となっていたが、日照等の耕作条件に左右さ
れない作物を栽培することで農地としての利活用が図られ、経営規模の拡大に繋がった。

【解消へ向けての経緯】

県庁経営技術課（028－623－2317）又は栃木県農業会議（028－648－7270）にご相談くだ
さい。

・ 以下の解消経費がかかる農地
国庫事業…10a当たり10万円相当以上　　県単事業…10a当たり６万円相当以上

・ 市町村と農業委員会が再生可能な遊休農地であると判断している農地
・ 使用貸借等により、遊休農地を借り受ける農業者等が解消する農地　など

1．事業メニューと補助金額

2．支援を受けるための主な要件

3．事業活用のイメージ

4．問い合わせ先

・当該地域は、ほ場整備が実施された区域
であったが、高齢化等を理由に耕作放棄
地が発生していた。
・地域の担い手が経営規模の拡大をきっか
けとして解消への取組みが始まった。

【交付金・事業活用の概要】
○事業実施期間　平成28年度
○対象面積　18.96ａ
○再生前の農地の状況
　雑草の繁茂に加え、一部樹木の侵入が
みられた。
○事業の内容
　再生作業（重機委託）、施設等補完整備
（パイプハウス整備）

～ 特定農作業受委託による遊休農地の解消 ～下野市

【取組推進のポイント】

再 生 後再 生 前

遊休農地解消支援事業と耕作放棄地再生利用交付金を活用

・地域協議会の事務局は農政課において行い、交付金支給事務は農業委員会が主体となっ
て行った。

・農業委員会だより、市HP等への掲載。
・農業委員会、農業公社、農政課等での情報の共有化により情報提供する。
・農地法等の貸借に応じない地権者には特定農作業受委託の契約をすすめた。

【今後の取組】
・不作付地の所有者、遊休農地所有者及び地域の担い手に対して、農地の有効活用と特定
農作業受委託を含めた貸借制度の周知をする。

・地域の話合いの場等に積極的に参加し、作付する作物の情報を提供しながら、解消に取
り組む担い手を確保する。

・ビニルハウス等を設置して規模拡大を考えている担い手等に交付金の周知を図る。

【取組の成果】
・解消した遊休農地には小麦、大豆、かんぴょう等を作付する予定。
・積極的に解消に取り組む機運にはなっていない。その一方で、きれいになってよかったとい
う声や、ねぎ等の連作できない作物の栽培農家からは取り組んでみたいという話が出ている。
・今年度からの取組みであるが、雑草の種子が周辺の農地に飛散しなくなると思われる。

【解消へ向けての経緯】
・耕作条件の良くない農地に遊休農地が
多い状況と補助事業の周知不足もあり、
積極的な取り組みは少なかった。

・農地等の利用の最適化の推進が必須事
務に位置付けられたこと。

・解消しようとする遊休農地に隣接する
不作付地の貸借を併せて交渉した。

【交付金・事業活用の概要】
○事業実施期間　平成28年度
○対象面積　67a
○再生前の農地の状況
　田　23a　　畑　44a
○事業の内容
　再生作業（草刈・抜根・耕起及び整地・
土壌改良）

再生作業（定額）
再生作業（定率）（重機を用いて行う場合）

※１　再生作業に併せて中心経営体に集約化（面的集積）する場合、助成単価を２割加算。
※２　農業用施設について、再生面積が80a以下の場合は支援対象事業費の総額は800万円が上限。
　　　再生面積が80aを超える場合は、支援対象事業費の総額は800万円＋10万円/aが上限。

５万円／10a（※1）
１／２以内

耕作放棄地再生利用交付金
（国庫事業）

事業メニュー 遊休農地解消支援事業
（県単事業）

県単事業のみ対象となる例
（解消経費６～10万円未満／10aの農地）

【補助金の額（10a当たり）】
① 重機を用いない場合
　 国庫事業５万円＋県単事業3万円＝８万円を助成
② 重機を用いる場合で事業費16万円の場合
　 国庫事業８万円(16万円×1/2)＋県単事業３万円
　 　＝11万円を助成

【補助金の額（10a当たり）】
県単事業３万円を助成

【対象農地のイメージ】【対象農地のイメージ】

国庫事業と県単事業の併用の対象となる例
（解消経費10万円以上／10aの農地）

３万円／10a
（国庫事業への
上乗せ可能）

2.5万円／10a
2.5万円／10a
１／２以内（※2）
2.5万円／10a

－

－
－
－
－

土壌改良
営農定着（再生農地への作物の導入等）
農業用施設、用排水施設の整備等
小規模基盤整備（定額）

再生作業（国庫事業対象外（解消経費６～
10万円未満／10a）の農地）

　根の広がる植物が
繁茂しており、地表
部の草刈りのみでは
作物の栽培が不可能
な状態の農地

　木本性植物を除去
しなければ作物の栽
培が不可能な状態の
農地
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平成29年度版

農地を守り、地域を元気に！
市町村における耕作放棄地対策事例集

ー地域の力で農地をリフレッシュ！ー

県単補助事業「遊休農地解消支援事業」
国庫補助事業「耕作放棄地再生利用緊急対策交付金」
を活用して、耕作放棄地を解消しましょう！!

（事業要件等は裏面をご覧ください）

再生したそば畑

景観もよくなって
地域も元気に！

農地を有効に活用して
生産を拡大しよう！

再生作業

刈払・抜根など 土づくり 作付け 収穫

～ 遊休農地解消支援事業を活用し耕作放棄地をソバ畑へ ～那須塩原市

【取組推進のポイント】

再 生 後

（平成29年３月）

再 生 前

栃木県

遊休農地解消支援事業を活用

・権利設定がスムーズに行えるよう、農地の貸し借りを行う市農業公社と連携し地権者・
耕作者へ制度を案内している。

・農業委員や地区の代表者が集まる会議の際に制度の周知を図っている。

【今後の取組】
・規模拡大を目指す農業者等へ制度を広く周知し、再生の規模拡大を図りたい。
・中山間地域では鳥獣害対策の一環ともなるため、地域の農業者への推進を図りたい。
・当市は酪農が盛んなため、飼料畑へ再生するなど、酪農振興と併せた活用を図りたい。

【取組の成果】
・当該農地はカヤの根が繁茂しているが木本はないため、荒廃程度が比較的軽度であると
判断され、国事業である耕作放棄地再生利用緊急対策の対象とならなかったが、本事業
を用いることにより再生することができた。

・耕作放棄地の解消事例として、また規模拡大を目指す農業者への事業活用モデル案件と
なった。

【解消へ向けての経緯】
・農業者が遊休農地について市へ相談し、
新制度である遊休農地解消支援事業につ
いて紹介されたことにより、事業へ取り
組むこととなった。

・基盤法を利用し耕作放棄地を借り、作業
は自身の所有する重機を用いた。

【事業活用の概要】
○事業実施期間　平成28年度
○対象面積　59a
○再生前の農地の状況
　木本は除去済みだが、カヤの根が繁茂
し耕起が困難となっていた。

○事業の内容
　再生作業（草刈・抜根・耕起及び整地）
　営農定着（ソバ作付）

～ 資源作物栽培による耕作放棄地の解消 ～さくら市

【取組推進のポイント】

再 生 後再 生 前

遊休農地解消支援事業と耕作放棄地再生利用交付金を活用

・資源作物栽培による取組は、まだ試験的段階である。今後、資源作物の供給販売等が安定的に行
われるような事業サイクルが確立され、市内のさまざまな農家に栽培への普及啓蒙が進めば、
不作付地解消策の一つの選択肢として、資源作物栽培は有効だと考える。
・不作付地の防止には、担い手への農地の集積を基本とするが、すでに不作付け状態が恒久化し
ている農地については、交付金等の活用による解消・再生を促す。

【今後の取組】
・現在、資源作物を活用する事業モデルを構築中であり、この事業サイクルが生まれれば、資源作
物への需要が高まり、さらなる栽培面積が必要になると考えられる。その場合にはこうした不
作付地を交付金活用により解消・再生し、栽培面積を増やすことも可能ではないかと考える。
・不作付地解消には、費用面を含め、経費がかかるため、100%不作付地を利用しての栽培という
わけにはいかない。しかしながら、解消費用を含め条件が合致すれば、交付金を活用した耕作放
棄地の解消につなげられるのではないか。

【取組の成果】
・作付作物はエリアンサス（資源作物）というススキ科の作物で、バイオマスボイラーなどの燃料
の原料となり、ペレットへ加工したのち、公共施設をはじめとした個人宅ペレット用ボイラー
などに供給していく予定である。
・通常の作物と違い、それほど肥培管理等に手間がかからず、病害虫や獣害被害を受けないこと
から放棄地解消・再生後の圃場においても維持管理が継続できる。
・耕作できなくなった農地を所有する他の農業者が関心を持つようになった。

【解消へ向けての経緯】
・市内南東部隣市との境に広がる丘陵地帯に
ついては、高低差のある地形、担い手不足や
農地所有者の高齢化等により不作付地の増
加が懸念されていた。
・市内農地所有適格法人が資源作物の栽培研
究をはじめるため、その作物を栽培する圃
場(約5ha)を必要としていたことから、上
記のような不作付地を解消して栽培してみ
てはどうかという提案があった。

【交付金・事業活用の概要】
○事業実施期間　平成26～28年度
○対象面積　5ha
○再生前の農地の状況
　雑草、一部樹木化が進む圃場も有
○事業の内容
　再生作業（草刈・抜根・耕起及び整地・
土壌改良）
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農地を守り、地域を元気に！
市町村における耕作放棄地対策事例集

ー地域の力で農地をリフレッシュ！ー

県単補助事業「遊休農地解消支援事業」
国庫補助事業「耕作放棄地再生利用緊急対策交付金」
を活用して、耕作放棄地を解消しましょう！!

（事業要件等は裏面をご覧ください）

再生したそば畑

景観もよくなって
地域も元気に！

農地を有効に活用して
生産を拡大しよう！

再生作業

刈払・抜根など 土づくり 作付け 収穫

～ 遊休農地解消支援事業を活用し耕作放棄地をソバ畑へ ～那須塩原市

【取組推進のポイント】

再 生 後

（平成29年３月）

再 生 前

栃木県

遊休農地解消支援事業を活用

・権利設定がスムーズに行えるよう、農地の貸し借りを行う市農業公社と連携し地権者・
耕作者へ制度を案内している。
・農業委員や地区の代表者が集まる会議の際に制度の周知を図っている。

【今後の取組】
・規模拡大を目指す農業者等へ制度を広く周知し、再生の規模拡大を図りたい。
・中山間地域では鳥獣害対策の一環ともなるため、地域の農業者への推進を図りたい。
・当市は酪農が盛んなため、飼料畑へ再生するなど、酪農振興と併せた活用を図りたい。

【取組の成果】
・当該農地はカヤの根が繁茂しているが木本はないため、荒廃程度が比較的軽度であると
判断され、国事業である耕作放棄地再生利用緊急対策の対象とならなかったが、本事業
を用いることにより再生することができた。
・耕作放棄地の解消事例として、また規模拡大を目指す農業者への事業活用モデル案件と
なった。

【解消へ向けての経緯】
・農業者が遊休農地について市へ相談し、
新制度である遊休農地解消支援事業につ
いて紹介されたことにより、事業へ取り
組むこととなった。
・基盤法を利用し耕作放棄地を借り、作業
は自身の所有する重機を用いた。

【事業活用の概要】
○事業実施期間　平成28年度
○対象面積　59a
○再生前の農地の状況
　木本は除去済みだが、カヤの根が繁茂
し耕起が困難となっていた。
○事業の内容
　再生作業（草刈・抜根・耕起及び整地）
　営農定着（ソバ作付）

～ 資源作物栽培による耕作放棄地の解消 ～さくら市

【取組推進のポイント】

再 生 後再 生 前

遊休農地解消支援事業と耕作放棄地再生利用交付金を活用

・資源作物栽培による取組は、まだ試験的段階である。今後、資源作物の供給販売等が安定的に行
われるような事業サイクルが確立され、市内のさまざまな農家に栽培への普及啓蒙が進めば、
不作付地解消策の一つの選択肢として、資源作物栽培は有効だと考える。
・不作付地の防止には、担い手への農地の集積を基本とするが、すでに不作付け状態が恒久化し
ている農地については、交付金等の活用による解消・再生を促す。

【今後の取組】
・現在、資源作物を活用する事業モデルを構築中であり、この事業サイクルが生まれれば、資源作
物への需要が高まり、さらなる栽培面積が必要になると考えられる。その場合にはこうした不
作付地を交付金活用により解消・再生し、栽培面積を増やすことも可能ではないかと考える。
・不作付地解消には、費用面を含め、経費がかかるため、100%不作付地を利用しての栽培という
わけにはいかない。しかしながら、解消費用を含め条件が合致すれば、交付金を活用した耕作放
棄地の解消につなげられるのではないか。

【取組の成果】
・作付作物はエリアンサス（資源作物）というススキ科の作物で、バイオマスボイラーなどの燃料
の原料となり、ペレットへ加工したのち、公共施設をはじめとした個人宅ペレット用ボイラー
などに供給していく予定である。
・通常の作物と違い、それほど肥培管理等に手間がかからず、病害虫や獣害被害を受けないこと
から放棄地解消・再生後の圃場においても維持管理が継続できる。
・耕作できなくなった農地を所有する他の農業者が関心を持つようになった。

【解消へ向けての経緯】
・市内南東部隣市との境に広がる丘陵地帯に
ついては、高低差のある地形、担い手不足や
農地所有者の高齢化等により不作付地の増
加が懸念されていた。
・市内農地所有適格法人が資源作物の栽培研
究をはじめるため、その作物を栽培する圃
場(約5ha)を必要としていたことから、上
記のような不作付地を解消して栽培してみ
てはどうかという提案があった。

【交付金・事業活用の概要】
○事業実施期間　平成26～28年度
○対象面積　5ha
○再生前の農地の状況
　雑草、一部樹木化が進む圃場も有
○事業の内容
　再生作業（草刈・抜根・耕起及び整地・
土壌改良）


